
基　本　方　針
横浜市同和対策事業に対する基本的考え方（方針）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　制　　定　昭和５２年　７月１９日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　全部改正　平成１５年１２月１５日
　横浜市では、同和問題の解決は国の責務であると同時に国民的課題であるとの同和対策審
議会答申（以下「答申」という。）の精神を踏まえ、昭和４９年から同和対策事業の取り組
みを開始した。平成１０年には、人権に関する施策を一層推進するために、その基本的な方
向を示すものとして、横浜市人権施策基本指針（以下「基本指針」という。）を策定し、そ
の中に同和問題に係わる施策の推進も位置づけ、取り組みを行ってきた。その結果、一定程
度施策の効果が見られる状況となった。
　平成８年には地域改善対策協議会から、同和対策事業の一般施策移行後は、行政が基本的
人権の尊重という目標をしっかりと見据え、真摯に施策を実施していく主体的な姿勢が求め
られるとの意見具申（以下「意見具申」という。）が出され、同和対策事業に係る特別措置
を定めた特別法も、平成１４年３月をもって満了となるなど、同和問題を取り巻く環境も大
きく変わってきた。こうした状況の中で、平成１４年度に「横浜市同和対策事業のあり方検
討委員会」から、「横浜市における今後の同和対策事業のあり方」について報告が出され
た。
　横浜市では基本指針のもと、答申及び意見具申の精神を尊重するとともに、この報告を踏
まえ、今後の同和対策事業に対する基本的考え方（方針）を次のとおり定める。
　
１　同和問題は、基本的人権及び民主主義の問題であることから、特別対策としての同和対
策事業は終了するが、一般施策を有効に活用しながら課題解決に向けて取り組みを進める。
（１）環境改善事業
横浜市内の「歴史的に同和問題を抱える地域」の生活環境については、課題が残る地域につ
いて、地域住民の意見を尊重しながら、まちづくりの取り組みを継続していく。それ以外の
地域については、通常のまちづくりの中で取り組む。
（２）個人施策事業
特別対策としての個人施策は、概ねその役割を果たしたので終了し、一般施策へ移行する。
残された課題に関しては、一般施策を有効に活用し、課題解決に向けた取り組みを進める。
（３）市民に対する同和問題に係わる啓発
市民に対する同和問題に係わる啓発を、人権問題全体の啓発の一環として、より一層推進し
ていく。
２　同和地区出身者の自発的意思に基づく自主的運動との連携を図る。
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